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後期高齢者医療制度の保険料率が決まりました
このページに関する問い合わせ先・・・住民課保険窓口班　後期高齢者医療係

　後期高齢者医療制度の保険料率は、2年ごとに見直しされており、平成24・25年度の
保険料は増加することになりました。保険料率

保険料の計算方法

保険料の軽減措置 ご存知ですか？後期高齢者医療の財源

平成22、23年度 平成24、25年度
被保険者均等割額 48,931円 51,793円
所得割額 8.94％ 10.35％

一人当たりの保険料上限 50万円 55万円

24 年度後期高齢者
医療保険料の決定通知書は
7月中旬頃に発送します

年間保険料
（一人当たり）

＝ ＋被保険者均等割額
51,793円

所得割額
※（総所得金額-33万円）×10.35％

※総所得金額等とは総所得金額（公的年金等控除などを差し引いた額）と山林所得、土地建物の譲渡所得等の分離課税所得の合計です。

　所得が少ない方等の保険料については下記の
ような軽減措置があります。

■被保険者均等割額の軽減
　世帯の状況により均等割額の9割、8.5割、
5割、2割の軽減制度があります。

■所得割額の軽減
　総所得金額等から33万円を引いた額が58万
円以下のとき、所得割額が5割軽減されます。

■被用者保険の被扶養者であった方の軽減
　後期高齢者医療に加入する前日に被用者保険
（協会けんぽ・共済組合・船員保険など）の被扶養
者（扶養家族）であった方は被保険者均等割額が
9割軽減され、所得割額はかかりません。
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約1割

後期高齢者支援金

（他の医療保険制度
からの支援金）

約4割 約 5割

公　　費

国　　県　　市町村
4  ：  1  ：  1

保険給付費

医療費

後期高齢者医療制度の
保険給付費は、約5割を国・県・市町村の公費で、

約4割を現役世代の方が加入する医療保険制度からの
　　　　　　　支援金で負担しています。残り1割を

　　　　被保険者が負担する保険料で
賄っています。
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新
し
い
保
険
証
は
表
面
の
色
が
「
紫
色
」
で
す
。

　

８
月
か
ら
お
使
い
い
た
だ
く
保
険
証
は
、
７
月
下

旬
に
ピ
ン
ク
色
の
封
筒
で
役
場
か
ら
被
保
険
者
の
皆

さ
ん
へ
郵
送
し
ま
す
。
保
険

証
が
届
き
ま
し
た
ら
記
載
内

容
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

現
在
の
保
険
証
は
有
効
期

限
が
「
平
成
24
年
７
月
31

日
」
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、

８
月
以
降
は
使
用
で
き
ま
せ

ん
。

医
療
費
の
負
担
を
軽
減
す
る
制
度
に
つ
い
て

　

町
・
県
民
税
非
課
税
世
帯
に
属
す
る
方
は
、
申
請

に
よ
り
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証（
認

定
証
）
が
交
付
さ
れ
ま
す
。
こ
の
証
は
、
高
額
な
外

来
診
療
や
入
院
時
に
限
度
額
を
超
え
る
分
を
支
払
う

必
要
が
な
く
な
り
、
医
療
で
の
入
院
時
に
、
食
事
代

等
の
負
担
が
減
額
さ
れ
る
証
で
す
。
現
在
お
持
ち
の

認
定
証
の
有
効
期
限
も
、
平
成
24
年
７
月
31
日
で
す
。

　

現
在
、
認
定
証
を
お
持
ち
の
方
で
８
月
か
ら
も
該

当
の
方
に
は
、
保
険
証
と
一
緒
に
郵
送
し
ま
す
。

　

新
た
に
申
請
を
さ
れ
る
方
は
、
保
険
証
・
印
鑑
を

持
っ
て
住
民
課
後
期
高
齢
医
療
担
当
窓
口
に
お
越
し

く
だ
さ
い
。

＊
平
成
23
年
度
に
認
定
を
受
け
て
い
る
方
で
も
平
成

24
年
８
月
１
日
時
点
の
世
帯
課
税
状
況
に
よ
り
却

下
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

＊
詳
し
く
は
保
険
証
と
同
封
し
て
い
る
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
し
お
り
（
平
成
24
年
度
版
）
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

　わしも歳を
とったけんど、後を
継いで農業をしてくれる
若者もおらん。誰か
新しく農業を始める若者
はおらんろうか。

耕作放棄地も
増えゆうし、集落
営農を立ち上げて、
地域を活性化できん

ろうか。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
を
抱
え
、
5
年
後
10
年
後
の

展
望
が
描
け
な
い
地
域
が
増
え
て
い
ま
す
。

　

地
域
の
皆
さ
ん
で
話
し
合
っ
て
、「
人
・
農
地

プ
ラ
ン
」
を
作
成
し
、
実
行
し
て
い
く
こ
と
に

よ
っ
て
「
人
と
農
地
の
問
題
」
を
解
決
す
る
新
し

い
施
策
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

こ
の
機
会
に
、
将
来
の
地
域
農
業
を
皆
さ
ん
で

考
え
ま
し
ょ
う
。

皆
さ
ん
の
地
域
の「
人
と
農
地
の
問
題
」に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？

 

「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」は
、人
と
農

地
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の

「
未
来
設
計
図
」で
す

「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」に
位
置
づ
け

ら
れ
る
と
、さ
ま
ざ
ま
な
支
援
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す

　

集
落
・
地
域
が
抱
え
る
「
人
と
農
地
の
問
題

解
決
」
の
た
め
、

・
・
・
な
ど
を
地
域
で
話
し
合
い
、

市
町
村
が
「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」

と
し
て
正
式
決
定
し
ま
す
。

●
今
後
の
中
心
と
な
る
経
営
体
（
個
人
、

法
人
、
集
落
営
農
）
は
ど
こ
か

●
中
心
経
営
体
へ
ど
う
や
っ
て
農
地
を

集
め
る
か

●
中
心
と
な
る
経
営
体
と
そ
れ
以
外
の

農
業
者
（
兼
業
農
家
、自
給
的
農
家
）

を
含
め
た
地
域
農
業
の
あ
り
方
（
生

産
品
目
、　

経
営
の
複
合
化
、
6
次

産
業
化
）

■ 高知県農地・担い手対策課
　　　　　　　　　☎ 088－821－4512
■ 嶺北農業改良普及所
　　　　　　　　　☎ 82－0129
■ 大豊町役場産業建設課産業班
　　　　　　　　　☎ ⑨72－0450

問い合わせ先

●
青
年
就
農
給
付
金
（
経
営
開
始
型
）

　
　

自
ら
独
立
し
て
農
業
を
開
始
す
る

　
　

方
へ
の
給
付
金
（
45
歳
未
満
）

●
青
年
就
農
給
付
金
（
準
備
型
）

　
　

就
農
の
た
め
の
研
修
を
行
う
方
へ

　
　

の
給
付
金
（
お
お
む
ね
一
年
以
上

　
　

研
修
）

●
農
地
集
積
協
力
金

　
　

中
心
経
営
体
に
農
地
を
提
供
す
る

　
　

方
へ
の
協
力
金

●
ス
ー
パ
ー
Ｌ
資
金
の
当
初
5
年
間

　

無
利
子
化

　
　

認
定
農
業
者
へ
の
金
利
負
担
軽
減

　
　

措
置


